
ご注意ください

R3.4.1 起業

R3.4.1 借入

R4.1.31 1回目申請

R5.1.31 2回目申請

R6.1.31 3回目申請

R7.1.31 4回目申請

9ヵ月分
利子：9万円
保証料：2万円

12ヵ月分
利子：12万円

12ヵ月分
利子：12万

3ヵ月分
利子：3万円

R1.4.1 起業

R4.4.1 借入

R5.1.31 1回目申請
（起業 3年10か月）

R6.1.31 2回目申請
（起業 4年10か月）

R7.1.31 申請不可
（起業 5年10か月）

9ヵ月分
利子：9万円
保証料：2万円

12ヵ月分
利子：12万円

融資金○○万円
利子：月1万円
保証料：2万円

融資金○○万円
利子：月1万円
保証料：2万円

利子：（9＋12＋12＋3）×1/2
＝18万円

保証料：2万円
補助額合計：20万円

利子：（9＋12）×1/2
＝10.5万円

保証料：2万円
補助額合計：12.5万円

R1.4.1 起業

R2.4.1 借入

R3.1.31 1回目申請

R4.1.31 2回目申請

9ヵ月分
利子：36万円
保証料：8万円

12ヵ月分
利子：48万円

融資金△△万円
利子：月4万円
保証料：8万円

利子：（36＋48）×1/2
＝42万円

保証料：8万円
補助額合計：50万円

【補助対象期間を過ぎた場合】 【起業から5年以上経過した場合】 【補助金上限額に達した場合】

3回目の申請までに33

月分補助されているの
で、4回目の申請は3ヵ
月分のみとなる。

開業から5年以上経過し
たので3回目は申請でき
ない。

2回目申請で補助金
上限額に到達
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